
 

入 札 説 明 書 

 

 入札公告を行った一般競争入札については、関係法令に定めるもののほか、この入札説明書によるものと

します。入札参加者は、下記の事項を熟知のうえ、参加申請をしてください。なお、本工事における入札は、

「郵便入札」により執行を行います。 

１ 公 告 日 令和 6年 7月 3日 

２ 契 約 者 三郷町水道事業管理者 町長 木谷 慎一郎 

３ 工 事 名 称 令和 6年度 生駒線送水管工事三郷第１ブランチ(のどか村送水)舗装本復旧工事１ 

４ 工 事 場 所 生駒郡三郷町信貴南畑１丁目 地内 

５ 工 事 期 間 契約締結日から令和 6年 11月 1日 

６ 予 定 価 格 30,200,000円（消費税相当額を除く） 

７ 最低制限価格 26,502,000円（消費税相当額を除く） 

８ 入札書開札日 
開札日時：令和 6年 7月 19日（金）  午前 10時 00分 

場  所：三郷町役場 第 3会議室 

９ 工 事 の 概 要 As舗装版打換え工 A=5,155㎡・区画線工 １式 
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競争入札に参

加する者に必

要 な 資 格 

三郷町契約規則（平成１０年５月三郷町規則第９号）第１８条に規定する指名競争

入札参加資格審査申請書（建設工事）を提出し、入札参加有資格者名簿（以下「有資

格者名簿」という。）に登載されている企業であって、次に掲げる条件をすべて満たさ

れていること。 

地 域 要 件 三郷町内に本店又は営業所を有するもの 

資 格 要 件 舗装工事の許可を有するもの 

等 級 要 件 有資格者名簿舗装工事においてＡランクを有するもの 

配置技術者 

工事期間中条件を満たす技術者を配置すること。 

なお、契約金額 4,000 万円以上（建築工事は 8,000 万円以上）の工

事については専任にて技術者を配置すること。 

 入札公告日より入札執行日までの間において、三郷町建設工事等請負契約に係る入

札参加停止措置要領による入札参加停止措置を受けていないこと。 
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競 争 入 札 

参 加 資 格 の 

確 認 手 続 

入札に参加しようとするものは、あらかじめ、一般競争入札参加申込書（様式第１

号）を町長に提出し、競争入札参加資格があることの確認を受けなければなりません。 

申込書配布期間：公告日より 

申込書配布方法：三郷町ホームページよりダウンロードすることができます。 

申込書提出期間：公告日から令和 6年 7月 10日（水）午後 5時まで 

申込書提出場所：三郷町役場 環境整備部 水道課 
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設 計 図 書 

（仕様書）の 

配 布 

本工事に係る設計書、仕様書、図面等（以下「設計図書等」という。）については、

下記の期間、三郷町ホームページよりダウンロードすることができます。 

配布期間：公告日より 
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設計図書等に 

対する質問及

び 回 答 

設計図書等に対する質問は、下記の期間に町長に対し書面により提出してください。

質問に対する回答は、提出後速やかに書面にて行います。また、提出された質問書及

び回答書は、開札日の前日までに、他の申込者にも周知を図るものとします。 

提出期間：公告日から令和 6年 7月 11日（木）午後 5時まで 

提出場所：三郷町役場 環境整備部 水道課 
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参加資格の確

認 及 び そ の 

公 表 

公表日及び通知日：令和 6年 7月 12日（金） 

（１）参加資格を得た企業について 

入札事前公表書により三郷町役場 2 階入札掲示板及び、三郷町ホームページにて公

表を行います。 

（２）参加資格を得ることができなかった企業について 

別途通知を行います。この場合、その理由について説明を求めることができます。

この場合には、交付日の当日（土曜日、日曜日及び祝日は除く）にその旨を記載した

書面を水道課まで持参して下さい。書面の提出があった場合には、持参日の翌日（土

曜日、日曜日及び祝日は除く）に回答します。 

15 入 札 の 方 法 

（１）入札書は郵送によります。（詳細は「郵便入札の具体的説明」にて確認ください） 

（２）入札に係る金額の記入方法 

落札の決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の 10／100に相

当する額を加算した金額（当該金額に 1円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てた金額）をもって落札価格としますので、入札者は、消費税及

び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約希望金額の 100／110に相当する金額を入札書に記載してください。 

（３）入札執行回数は１回とします。 

（４）開札日の前日（休日に場合は前日に繰り上げる。）までに水道課へ到着したもの 

   のみ有効とします。 

16 入 札 の 無 効 
この公告に示した競争入札に参加する者に必要な資格のない者の行った入札、虚偽

の申請を行った者のした入札及び入札条件に違反した入札は、無効とします。 

17 入札中止条件 
この入札手続執行中で、競争入札参加資格があると確認された業者が 2 者未満であ

るときは、その段階で入札手続及び入札を中止します。 

18 入 札 保 証 金 三郷町契約規則第４条の規定により免除とします。 

19 契 約 保 証 金 

三郷町契約規則第３２条の規定により、契約金額の 100 分の 10 に相当する額以上

を現金もしくは、契約者が保険会社との間に、三郷町を被保険者とする履行保証保険

契約を締結したときは、その保険証券を納付すること。又は、三郷町契約規則第３３

条の規定により、次に掲げる担保の提供をもって代えることができます。 

（だだし、契約金額が 2,000万円未満は免除とします。） 

（１）国債及び地方債 

（２）銀行が振出し、又は、支払保証をした小切手 

（３）公共工事の前払金保証事業に関する法律（昭和２７年法律第１８４号）第２条

第４項に規定する保証事業会社の保証 



 

20 落札者の決定 

（１）開札は、公開して実施します。誰でも自由に傍聴することができます。ただし、

会場の都合上、入場を制限する場合があります。 

（２）予定価格と最低制限価格の範囲内で最低価格をもって有効な入札を行った者を

落札者とします。 

（３）落札者となるべき同価格の入札者が 2 人以上ある場合は、直ちに「くじ」で決

定します。なお、くじ引きを行う対象となる者が、当該入札の立会人として参

加している場合又は、傍聴者として参加している場合は、その者がくじを引き、

参加していない場合は、当該入札事務に関係のない職員が代わってくじ引きを

行います。 

21 見積根拠資料 

（１）見積根拠資料は、示された全項目に金額を明示し、工事名及び工事場所並びに

住所、商号又は名称及び代表者氏名を記載することが必要です。（※届出印の押

印も必要です。） 

（２）見積根拠資料は、契約上の権利義務を生じさせるものではありませんが、下記

ア～オの場合の入札書は失格となりますので、間違いのないように作成してく

ださい。 

ア 見積根拠資料（工事費内訳書）を提出しない場合 

イ 見積根拠資料（工事費内訳書）の「入札書又は見積書記載金額」欄に記載される

額が「入札書」に記載される額と一致していない場合 

ウ 見積根拠資料（工事費内訳書）における工種ごとの金額を計算すれば「入札書又

は見積書記載金額」欄の額と異なっている場合 

エ 見積根拠資料において仕様書に示された工種ごとの一式金額・直接工事費計・共

通仮設費計・現場管理費及び一般管理費の各項目の金額を記載していない場合 

オ その他記載内容に不備がある場合 

22 落 札 の 無 効 

入札前及び落札後、入札に対して談合の事実又は疑義の申し立てにより、当該工事

を担当させるに相応しくないと認めた場合においては、落札を無効とし契約締結後に

あっても契約を破棄するものとします。 

23 前 金 払 支払います。（契約金額の 40％以内とし、1万円未満の端数は切り捨てます） 

24 
そ の 他 

留 意 事 項 

（１）書類作成及び提出に係る費用は、申請者の負担とします。 

（２）現場説明会は原則として実施しません。 

（３）申込書等提出時のヒアリングは実施しません。ただし、必要と認めた場合には

説明を求めることがあります。また、申込書等に虚偽の記載が発覚した場合は、

本工事の指名業者とはしないとともに、指名停止措置を講ずることがあります。 

（４）提出された申込書等は返却しません。 

（５）提出期限以降における申込書等の差し替え及び再提出は認めません。 

（６）落札者は第１号様式に記載した配置予定技術者を当該工事に配置すること。 

25 問い合わせ先 不明な点については、三郷町役場環境整備部水道課まで問い合わせください。 

 


